
1 2 3 1 2 3

訪問看護Ⅰ1 20分未満 円 円 円 円 円 円

訪問看護Ⅰ2 30分未満 円 円 円 円 円 円

訪問看護Ⅰ3 30分以上1時間未満 円 円 円 円 円 円

訪問看護Ⅰ4 1時間以上1時間30分未満 円 円 円 円 円 円

訪問看護Ⅰ5
（作業療法士等による訪問）

20分以上40分未満 円 円 円 円 円 円

訪問看護Ⅰ5・2超
（作業療法士等による訪問）

40分以上60分未満 円 円 円 円 円 円

夜間・早朝料金
（18時～20時・6時～8時）

基本訪問看護料金の25/100を加算

深夜料金
（22時～6時）

基本訪問看護料金の50/100を加算

退院時共同指導加算
医療機関から退院後の訪問看護について、医療
機関と共同で在宅療養上必要な指導を行った場
合

円 円 円 円 円 円

初回加算
新規に訪問看護を開始する場合、初
回月に算定

円 円 円 円 円 円

長時間訪問看護加算
特別管理加算対象者に対して、90分以上
の訪問看護を実施した場合

円 円 円 円 円 円

看護師2名による30分未満の訪問 円 円 円 円 円 円

看護師2名による30分以上の訪問 円 円 円 円 円 円

看護師と看護補助者による30分未満の訪問 円 円 円 円 円 円

看護師と看護補助者による30分以上の訪問 円 円 円 円 円 円

緊急時訪問看護加算1
24時間連絡体制にあり、常時電話相談等
対応、必要に応じた緊急時対応を行う場
合

円 円 円 円 円 円

特別管理加算Ⅰ
特別な管理（厚生大臣が定めるもの）が
必要な場合

円 円 円 円 円 円

特別管理加算Ⅱ
特別な管理（厚生大臣が定めるもの）が
必要な場合

円 円 円 円 円 円

訪問看護ターミナルケア加算
死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上
ターミナルケアを行った場合

円 円 円 円 円 円

※1　気管カニューレ、留置カテーテル等を使用している状態にある方

※2　在宅酸素、人工肛門、点滴、重度の褥瘡等の状態にある場合

※准看護師による訪問は、基本訪問看護料金の90/100に相当する単位を算定

※エンゼルケアをご利用の場合は、別途5,000円をご負担いただきます（介護保険適用外）

令和4年4月1日 現在

【介護保険】　訪問看護料金表

402 804 1,206 402 804 1,206

サービス内容 サービス提供時間・詳細

自　己　負　担　額

201 402 603 201 402 603

2,000 4,000 6,000

500 1,000 1,500

250 500 750

300 600 900

313 626 939

470 940 1,410

879 1,758 2,637

586 1,172 1,758

4,000

821 1,642 2,463

1,125 2,250 3,375

600 1,200 1,800

574 1,148 1,722

317 634 951

300 600 900

254 508 762

500

250

2,000

要介護１～５

割負担 割負担 割負担

1,500

750

6,000

951

1,800

900

762

900

1,722

2,376

3,261

1,698

2,547

1,000

500

317

600

300

254

300

574

634

1,200

600

508

600

1,148

複数名訪問看護加算Ⅰ

複数名訪問看護加算Ⅱ

加
　
　
　
　
　
算

要支援１～２（予防）

割負担 割負担 割負担

302

450

792

1,087

基
本
利
用
料
金

566

849

604

900

1,584

2,174

1,132

1,698

906

1,350


